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ii雑 li

-i報:;
北
海
道
大
学
法
学
会
記
事

O
一
九
九
八
年
三
月
一
一
一
一
一
日
(
月
)
午
後
一
時
半
よ
り

「
経
済
法
学
五
O
年
i
|
北
大
法
学
部
を
中
心
に
し
て
|
|
」

報
告
者

出
席
者

厚

谷

裏二
六
名

一
九
四
七
年
に
北
大
法
文
学
部
が
設
立
さ
れ
た
が
、
そ
の
年
に
独
占

禁
止
法
が
制
定
さ
れ
、
同
法
が
第
二
次
大
戦
後
の
経
済
法
の
中
心
と
な
り
、

第
二
次
大
戦
前
の
経
済
統
制
法
を
中
心
と
し
た
経
済
法
理
念
が
転
換
し
た
。

北
大
法
学
部
は
五
三
年
四
月
一
日
に
独
立
し
た
が
、
そ
こ
に
社
会
法
講
座

が
お
か
れ
、
金
沢
良
雄
が
担
当
し
、
経
済
法
を
講
義
し
た
。
当
時
、
行
政

法
講
座
に
既
に
今
村
成
和
が
赴
任
し
て
い
た
。
今
村
は
、
公
取
委
事
務
局

に
勤
務
し
た
こ
と
が
あ
り
、
独
禁
法
の
造
詣
が
深
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
六

六
年
四
月
、
金
沢
が
東
大
に
去
っ
た
後
、
六
七
年
四
月
、
丹
宗
昭
信
が
赴

任
し
、
国
際
法
講
座
に
属
し
て
い
た
が
、
経
済
法
を
担
当
し
た
。
七
二
年

に
は
経
済
法
講
座
が
新
設
さ
れ
、
丹
宗
が
所
属
し
た
。
七
五
年
の
学
部
改

革
に
よ
り
、
大
講
座
制
が
採
用
さ
れ
、
経
済
法
は
教
育
部
の
社
会
法
講
座

に
含
ま
れ
た
。
丹
宗
は
、
七
九
年
三
月
に
北
大
を
去
っ
た
が
、
既
に
七
五

年
四
月
に
実
方
謙
二
が
民
事
法
講
座
に
所
属
し
て
お
り
、
社
会
法
講
座
の

経
済
法
の
担
当
と
な
っ
た
。
実
方
は
九
六
年
三
月
に
定
年
退
官
し
た
。

金
沢
、
今
村
、
丹
宗
、
実
方
の
い
ず
れ
も
が
我
が
国
の
経
済
法
学
界
を

リ
ー
ド
し
て
お
り
、
北
大
法
学
部
が
経
済
法
研
究
の
メ
ッ
カ
と
い
わ
れ
た

所
以
で
あ
る
。

見

二
金
沢
は
、
自
由
主
義
経
済
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
法
が
市
民
法
で
あ

り
、
そ
れ
が
自
由
放
任
を
法
的
に
確
保
し
、
国
家
権
力
か
ら
の
自
由
の
た

め
の
法
で
あ
り
、
「
見
え
ざ
る
手
」
に
よ
る
調
和
と
繁
栄
を
そ
れ
自
体
に

内
包
す
る
。
し
か
し
、
市
民
法
が
取
り
残
し
た
法
的
空
白
状
態
を
満
た
す

た
め
に
国
家
的
干
渉
を
必
要
と
し
、
社
会
的
調
和
が
「
国
家
の
手
」
に
よ

り
満
た
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
た
め
の
法
が
経
済
法
で
あ
る
と
い
う
。

資
本
主
義
経
済
の
独
占
化
は
私
的
自
治
と
い
う
市
民
法
秩
序
を
通
じ
て

実
現
さ
れ
、
こ
れ
に
対
し
て
国
家
の
干
渉
が
加
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
は
、

競
争
経
済
を
維
持
促
進
し
よ
う
と
す
る
狭
義
の
経
済
法
と
独
占
を
助
長
す

る
広
義
の
経
済
法
に
分
け
ら
れ
る
。
第
二
次
大
戦
後
の
国
際
経
済
環
境
と

経
済
民
主
主
義
の
展
開
に
よ
り
、
独
占
禁
止
法
が
経
済
法
の
中
心
と
な
っ

て
い
る
。
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報

今
村
は
、
経
済
法
を
独
占
の
進
行
に
よ
り
、
自
律
性
を
失
う
に
至
っ

た
資
本
主
義
経
済
体
制
を
、
政
府
の
カ
に
よ
っ
て
支
え
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
法
の
総
体
を
い
う
と
す
る
。
そ
の
特
色
は
、
独
占
段
階
に
お
け
る
、

資
本
主
義
経
済
体
制
維
持
の
た
め
の
経
済
政
策
立
法
で
あ
る
。

独
占
禁
止
法
は
、
最
も
重
要
な
実
定
経
済
法
で
あ
り
、
そ
の
体
系
で
最

も
枢
要
な
地
位
を
占
め
て
い
る
。
同
法
は
、
経
済
法
の
な
か
で
一
般
法
の

地
位
を
占
め
、
他
の
個
別
法
は
、
特
別
法
の
地
位
を
占
め
る
。

四
丹
宗
は
、
経
済
法
は
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
上
に
立
っ
た
経
済
政
策
立

法
の
体
系
で
、
そ
の
中
心
は
市
場
に
お
け
る
「
自
由
競
争
制
限
」
(
市
場

支
配
)
と
「
公
正
競
争
阻
害
」
(
不
公
正
競
争
)
に
対
す
る
国
家
的
規
制

の
法
で
あ
る
と
い
う
。
市
場
支
配
概
念
は
第
二
次
大
戦
前
の
市
場
支
配
の

容
認
、
助
長
立
法
(
伝
来
的
経
済
法
)
に
対
し
第
二
次
大
戦
後
は
、
独
占

禁
止
法
の
「
公
正
か
っ
自
由
な
競
争
」
原
理
の
下
に
「
市
場
支
配
」
の
禁

止
を
基
本
原
則
と
す
る
「
本
来
的
経
済
法
」
に
至
っ
た
。
こ
れ
は
社
会
法

原
理
も
指
導
原
理
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
独
占
禁
止
法
が
経
済
法
の
中

心
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

五
実
方
に
は
、
経
済
法
に
つ
い
て
の
論
文
は
な
い
が
、
経
済
法
は
高
度

資
本
主
義
段
階
で
の
国
家
に
よ
る
経
済
へ
の
政
策
的
介
入
に
関
す
る
法
の

全
体
を
い
う
と
す
る
。
こ
れ
は
今
村
に
依
拠
し
て
い
る
。
競
争
の
維
持
は

資
本
主
義
経
済
の
基
本
的
ル

l
ル
で
あ
る
か
ら
、
理
念
と
し
て
は
、
独
占

雑

禁
止
法
が
経
済
法
体
系
の
中
心
を
な
す
と
い
う
。
独
占
禁
止
法
の
目
的
を

具
体
的
に
①
資
源
の
適
正
配
分
、
②
私
的
経
済
力
の
抑
止
、
③
消
費
者
保

護
、
と
し
て
、
産
業
組
織
論
(
ハ

l
ヴ

7
l
ド
学
派
)
、
有
効
競
争
論
を

織
り
込
ん
だ
理
論
を
展
開
し
て
い
る
。

六
若
干
の
感
想
を
記
す
。

(
1
)
金
沢
、
今
村
の
経
済
法
は
、
実
定
経
済
法
を
客
観
的
に
認
識
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
丹
宗
は
、
経
済
法
概
念
に
理
念
を

盛
り
込
み
、
実
践
的
理
論
を
展
開
す
る
。

(
2
)
い
ず
れ
の
学
説
も
、
独
占
禁
止
法
を
経
済
法
体
系
の
中
心
に
お
い

て
い
る
。

(
3
)
金
沢
、
丹
宗
は
経
済
法
学
者
で
あ
る
が
、
今
村
、
実
方
は
独
占
禁

止
法
学
者
と
い
え
る
。
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(
4
)
丹
宗
、
実
方
は
、
独
占
禁
止
法
の
市
場
構
造
的
規
制
を
強
調
す
る

が
、
内
容
は
相
当
異
な
っ
て
い
る
。

O
一
九
九
八
年
四
月
一
一
六
日
(
金
)
午
後
一
時
半
よ
り

「
『
盗
聴
立
法
』
で
日
本
は
ど
う
な
る
門
」

報
告
者

出
席
者

取

祐

司

白

五
名



法学会記事

一
九
九
六
年
一

O
月
八
日
、
長
尾
法
務
大
臣
(
当
時
)
は
、
法
制
審
議

会
に
対
し
て
「
組
織
的
犯
罪
」
に
対
処
す
る
た
め
の
実
体
法
お
よ
び
手
続

法
の
整
備
要
綱
骨
子
を
示
す
よ
う
求
め
た
。
翌
月
、
法
制
審
刑
事
法
部
会

に
、
法
務
省
か
ら
た
た
き
台
と
し
て
「
事
務
局
参
考
試
案
」
が
提
出
さ
れ

る
。
そ
の
内
容
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
最
も
論
議
を
呼
ん
だ
の
が
、
捜
査

手
段
と
し
て
盗
聴
(
通
信
傍
受
)
を
初
め
て
立
法
化
し
よ
う
と
し
た
点
で

あ
っ
た
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
覚
せ
い
剤
売
買
の
摘
発
の
た
め
等
必
要
が
あ

る
場
合
に
、
判
例
上
、
「
検
証
許
可
状
」
を
一
種
の
「
盗
聴
令
状
」
と
し

て
用
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
(
札
幌
高
判
平
成
九
・
五
・
一
五

等
)
。
し
か
し
、
人
の
会
話
を
「
検
証
」
す
る
と
い
う
便
宜
的
ロ
ジ
ッ
ク

に
は
批
判
も
強
く
、
学
界
の
大
勢
は
、
「
検
証
許
可
状
」
に
よ
る
盗
聴
は

強
制
処
分
法
定
主
義
か
ら
み
て
問
題
だ
と
い
う
点
で
、
ほ
ぼ
一
致
し
て
い

た
。
そ
れ
で
は
、
「
法
律
」
を
つ
く
っ
て
「
盗
聴
」
捜
査
を
行
う
な
ら
許

さ
れ
る
の
か
。
こ
こ
か
ら
問
題
は
、
憲
法
論
な
い
し
憲
法
政
策
論
に
な
る
。

立
法
化
の
動
き
と
並
行
し
て
、
学
説
の
一
部
か
ら
は
強
力
な
盗
聴
立
法
推

進
論
も
あ
ら
わ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
憲
法
上
、
盗
聴
(
通
信
傍
受
)

も
厳
格
な
要
件
の
下
で
詐
さ
れ
、
さ
ら
に
将
来
起
こ
り
う
る
犯
罪
に
関
す

る
謹
聴
も
、
令
状
審
査
が
事
前
の
蓋
然
性
判
断
で
あ
る
点
で
は
通
常
の
令

状
審
査
の
場
合
と
異
な
ら
な
い
か
ら
認
め
ら
れ
る
、
と
い
う
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
盗
臆
令
状
が
、
憲
法
が
捜
査
行
為
に
課
し
て
い

る
厳
格
な
要
件
を
ク
リ
ア
し
う
る
か
に
つ
い
て
は
、
幾
つ
か
の
疑
問
が
提

起
さ
れ
た
。
第
一
に
、
対
物
的
な
強
制
捜
査
を
行
う
に
は
裁
判
官
の
発
す

る
令
状
が
必
要
に
な
る
が
(
憲
法
三
五
条
)
、
「
盗
聴
令
状
」
は
憲
法
の
要

求
を
満
た
し
得
な
い
の
で
は
な
い
か
。
法
務
省
の
「
事
務
局
参
考
試
案
」

は
、
令
状
の
「
呈
示
」
の
相
手
方
と
し
て
通
信
事
業
者
を
予
定
し
て
い
る

が
、
令
状
の
呈
示
先
は
被
処
分
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
、
こ
れ

で
は
「
呈
示
」
に
な
ら
な
い
(
そ
の
後
「
提
示
」
に
変
え
ら
れ
た
)
0

ま

た
、
憲
法
三
五
条
が
「
押
収
す
る
物
を
明
示
す
る
令
状
」
を
要
求
し
て
い

る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
、
仮
に
合
憲
的
な
盗
聴
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
盗
聴
の

対
象
た
る
会
話
が
明
示
・
特
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
、
現
実
問
題
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
特
定
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
、
試
案
の
認
め
る
「
事
前
盗
聴
」
(
将
来
起
こ
り
う
る
犯
罪
に
関

す
る
盗
聴
)
の
存
在
は
、
と
く
に
問
題
で
あ
る
o

何
故
な
ら
、
こ
れ
を
認

め
る
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
過
去
の
犯
罪
の
み
を
対
象
と
し
て
い
た
は
ず
の

「
捜
査
」
概
念
を
、
犯
罪
予
防
と
い
う
行
政
警
察
目
的
に
ま
で
拡
散
さ
せ

る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
現
行
法
制
は
、
苦
い
歴
史
的
反
省
に
た
っ

て
、
司
法
警
察
作
用
と
行
政
警
察
作
用
を
明
確
に
区
別
し
、
規
律
す
る
法

規
も
そ
の
原
理
も
別
個
の
も
の
と
し
た
。
予
防
的
盗
聴
は
、
こ
の
境
界
を

超
え
、
犯
罪
の
予
防
・
鎮
圧
・
情
報
収
集
を
目
的
と
す
る
行
政
警
察
活
動

を
、
犯
罪
捜
査
の
名
に
お
い
て
許
容
す
る
も
の
で
あ
り
、
許
さ
れ
る
べ
き
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幸投

で
は
な
い
。
第
三
に
、
手
続
の
担
い
手
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
共
産
党
幹

部
宅
盗
聴
事
件
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
令
状
請
求
権
者
で
あ
り
令
状
を
執

行
す
る
警
察
の
(
盗
聴
)
行
為
を
、
他
の
機
関
が
適
切
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

す
る
こ
と
は
あ
ま
り
期
待
で
き
な
い
。
現
状
で
も
、
捜
査
機
関
の
令
状
請

求
に
対
す
る
裁
判
官
の
チ
ェ
ッ
ク
は
、
ほ
と
ん
ど
機
能
し
て
い
な
い
の
で

あ
る
。

梨F

一
九
九
七
年
五
月
の
刑
法
学
会
に
お
い
て
、
「
組
織
的
犯
罪
へ
の
手
続

法
的
対
応
」
と
題
す
る
共
同
研
究
が
行
わ
れ
、
大
要
右
に
ま
と
め
た
よ
う

な
内
容
の
議
論
が
戦
わ
さ
れ
た
。
学
会
の
場
で
は
、
立
法
に
批
判
的
な
意

見
が
圧
倒
し
て
い
た
が
、
法
制
審
刑
事
法
部
会
は
、
二
ヶ
月
後
の
七
月
一

八
日
、
「
組
織
的
な
犯
罪
に
対
処
す
る
た
め
の
整
備
要
綱
骨
子
」
を
賛
成

多
数
で
採
択
し
た
。
同
骨
子
は
、
同
年
九
月
一

O
日
、
法
制
審
総
会
で
決

定
の
う
え
、
松
浦
法
務
大
臣
に
答
申
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
与
党
を
構
成
す

る
三
党
(
自
民
、
社
民
、
さ
き
が
け
)
の
聞
で
調
整
が
行
わ
れ
た
が
、
社

民
党
は
と
り
わ
け
盗
聴
立
法
に
は
憲
法
上
疑
義
が
あ
る
と
し
て
譲
ら
ず
、

自
民
党
は
社
民
党
を
無
視
し
て
一
九
九
八
年
三
月
一
一
一
一
日
、
組
織
的
犯
罪

対
策
法
案
を
閣
議
決
定
し
た
。
同
法
案
は
現
在
国
会
に
上
程
中
で
あ
る
。

試
案
、
要
綱
骨
子
、
法
律
案
と
変
遷
は
重
ね
た
が
、
憲
法
上
問
題
が
あ

る
と
さ
れ
た
諸
点
に
つ
い
て
は
、
何
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。
今
回
の
盗
聴

立
法
問
題
は
、
研
究
者
に
対
し
て
、
一
国
の
治
安
と
人
権
の
調
和
を
い
か

に
図
る
か
と
い
う
困
難
な
課
題
を
、
鋭
く
突
き
つ
け
た
。
同
時
に
、
刑
事

立
法
に
お
け
る
研
究
者
の
役
割
と
は
何
か
に
つ
い
て
、
あ
ら
た
め
て
考
え

さ
せ
ら
れ
る
契
機
で
も
あ
っ
た
。

北法49(3・256)752


